
税税理理士士がが押押ささええてておおくくべべきき近近時時のの民民法法改改正正
（（債債権権法法、、相相続続法法、、所所有有者者不不明明土土地地等等））

1

は
じ
め
に

こ
こ
数
年
の
主
な
民
法
改
正

（
相
続
関
係
、
債
権
関
係
、
所

有
者
不
明
土
地
等
関
係
）
の
う

ち
、
税
理
士
業
務
に
も
影
響
を

与
え
う
る
も
の
を
整
理
す
る
。

2

相
続
法
関
係

⑴

自
筆
証
書
遺
言

自
筆
証
書
遺
言
の
目
録
に
つ

い
て
は
、
自
書
で
は
な
く
パ
ソ

コ
ン
、
登
記
事
項
証
明
書
等
を

も
っ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
さ
れ
た
（
民
法
9
6

8
条
）。
ま
た
、
自
筆
証
書
遺

言
に
つ
い
て
、
法
務
局
で
の
保

管
制
度
が
創
設
さ
れ
た
（
遺
言

書
保
管
法
）。

⑵

相
続
さ
れ
た
預
貯
金
に
つ

い
て
の
仮
払
い
制
度

最
高
裁
平
成
28
年
12
月
19
日

決
定
は
、
従
来
の
判
例
を
変
更

し
、
預
貯
金
債
権
は
遺
産
分
割

の
対
象
に
含
ま
れ
る
と
し
た
こ

と
か
ら
、
①
家
庭
裁
判
所
の
判

断
を
経
ず
に
払
戻
し
が
得
ら
れ

る
制
度
が
創
設
さ
れ
（
民
法
9

0
9
条
の
2
）（
金
融
機
関
ご

と
に
1
5
0
万
円
が
限
度
）、

②
保
全
処
分
の
要
件
が
緩
和
さ

れ
た
（
家
事
事
件
手
続
法
2
0

0
条
3
項
）。

⑶

配
偶
者
居
住
権

配
偶
者
居
住
権
（
遺
贈
、
遺

産
分
割
、
家
庭
裁
判
所
の
遺
産

分
割
審
判
に
よ
っ
て
、
配
偶
者

に
居
住
建
物
の
無
償
使
用
を
認

め
る
権
利
）
が
創
設
さ
れ
た

（
民
法
1
0
2
8
条
等
）。

配
偶
者
居
住
権
の
評
価
に
つ

い
て
は
、
法
務
省
法
制
審
議
会

が
示
し
た
簡
易
な
評
価
方
法
が

公
表
さ
れ
て
お
り
、
相
続
税
法

23
条
の
2
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て

い
る
。
具
体
的
に
は
、
住
宅
価

格－

居
住
権
付
き
住
宅
価
格

（
現
在
価
値
割
戻
し
）＝

居

住
権
価
格
と
し
て
い
る
。
居
住

権
付
き
住
宅
価
格
（
現
在
価
値

割
戻
し
）
は
、
居
住
の
負
担
が

消
滅
す
る
将
来
の
時
点
で
の
価

値
を
、
現
在
価
値
に
割
り
戻
す

方
法
で
算
出
す
る
。
存
続
期
間

が
配
偶
者
の
終
身
の
場
合
に

は
、
一
種
の
割
り
切
り
と
し
て

平
均
余
命
の
期
間
を
用
い
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。

配
偶
者
居
住
権
を
用
い
る
場

面
と
し
て
は
、
⑴
配
偶
者
以
外

の
相
続
人
が
自
己
の
法
定
相
続

分
の
充
足
を
強
く
主
張
す
る
よ

う
な
場
合
に
配
偶
者
が
居
住
建

物
を
取
得
す
る
と
他
の
金
融
資

産
等
の
財
産
を
取
得
で
き
な
く

な
り
、
今
後
の
生
活
に
支
障
が

生
じ
る
場
合
、
⑵
後
継
ぎ
遺
贈

の
ニ
ー
ズ
を
実
現
す
る
場
合

（
た
と
え
ば
、
後
妻
Ａ
に
自
宅

に
つ
い
て
配
偶
者
居
住
権
を
遺

贈
し
、
先
妻
と
の
子
Ｂ
を
所
有

者
と
す
れ
ば
、
Ａ
は
自
宅
で
生

活
を
し
、
Ａ
の
相
続
後
は
Ｂ
が

完
全
な
所
有
者
と
な
る
）
等
が

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

配
偶
者
居
住
権
の
消
滅
に
つ

い
て
、
相
続
税
法
基
本
通
達
9

‐

13
の
2
で
は
、
①
配
偶
者
と

建
物
の
所
有
者
と
の
間
の
合
意

若
し
く
は
当
該
配
偶
者
に
よ
る

配
偶
者
居
住
権
の
放
棄
等
に
よ

り
配
偶
者
居
住
権
が
消
滅
し
た

場
合
に
は
配
偶
者
か
ら
所
有
者

へ
の
贈
与
と
し
て
贈
与
税
の
対

象
と
す
る
、
②
配
偶
者
が
死
亡

し
て
配
偶
者
居
住
権
が
消
滅

し
、
そ
の
結
果
と
し
て
居
住
建

物
の
所
有
者
が
使
用
・
収
益
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ

て
も
、
特
段
の
課
税
関
係
は
生

じ
な
い
と
し
て
い
る
。

配
偶
者
居
住
権
を
消
滅
さ
せ

て
売
却
し
た
場
合
に
は
、
総
合

課
税
の
譲
渡
所
得
と
し
て
課
税

さ
れ
る
（
配
偶
者
敷
地
利
用
権

（
配
偶
者
居
住
権
に
基
づ
く
敷

地
利
用
権
）
は
、
措
置
法
31

条
、
32
条
の
「
土
地
の
上
に
存

す
る
権
利
」
に
は
該
当
し
な

い
）。
な
お
、
小
規
模
宅
地
等

の
特
例
に
お
い
て
は
、「
土
地

の
上
に
存
す
る
権
利
」
に
該
当

す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る

（
租
税
特
別
措
置
法
69
条
の
4

関
係
（
69
の
4‐

1
の
2
））。

相
続
開
始
時
に
居
住
建
物
の

一
部
が
賃
貸
さ
れ
て
い
た
場
合

に
は
、
相
続
税
法
で
は
、
当
該

部
分
は
配
偶
者
居
住
権
の
価
額

に
含
め
な
い
で
計
算
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
（
相
続
税
法
23

条
の
2
第
1
項
第
1
号
等
）。

た
だ
し
、
私
法
上
は
、
配
偶
者

居
住
権
は
、
建
物
全
部
の
使

用
、
収
益
を
す
る
権
利
で
あ
り

（
民
法
1
0
2
8
条
）、
当
該

一
部
賃
貸
部
分
の
賃
料
は
、
い

っ
た
ん
は
所
有
者
が
収
受
し
て

も
、
所
有
者
は
こ
れ
を
配
偶
者

に
交
付
す
る
義
務
が
あ
る
と
解

さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
当

該
一
部
賃
貸
部
分
に
つ
い
て
も

配
偶
者
居
住
権
の
収
益
権
が
あ

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

上
記
相
続
税
法
の
規
定
の
合
理

性
は
疑
問
で
あ
る
（
拙
稿
「
配

偶
者
居
住
権
の
課
題
（
建
物
の

一
部
が
賃
貸
用
で
あ
っ
た
場
合

の
混
乱
）」（
税
研
2
2
5
号

（
2
0
2
2
年
9
月
））。

⑷

特
別
寄
与
料

相
続
人
で
な
い
被
相
続
人
の

親
族
（
た
と
え
ば
被
相
続
人
の

子
の
妻
）
が
無
償
で
被
相
続
人

の
療
養
看
護
等
を
し
た
こ
と
に

よ
り
被
相
続
人
の
財
産
の
維
持

ま
た
は
増
加
に
つ
い
て
特
別
の

寄
与
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該

相
続
人
で
な
い
親
族
自
ら
相
続

人
に
対
し
て
特
別
寄
与
料
の
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
さ
れ
た
（
民
法
1
0
5
0

条
）。
な
お
、
期
間
制
限
が
厳

し
い
の
で
留
意
す
べ
き
で
あ
る

（
特
別
寄
与
者
が
相
続
の
開
始

及
び
相
続
人
を
知
っ
た
時
か
ら

六
箇
月
、
又
は
相
続
開
始
の
時

か
ら
一
年
）。

課
税
上
は
、
特
別
寄
与
者
が

支
払
を
受
け
る
べ
き
特
別
寄
与

料
の
額
が
確
定
し
た
場
合
に

は
、当
該
特
別
寄
与
者
が
、当
該

特
別
寄
与
料
の
額
に
相
当
す
る

金
額
を
被
相
続
人
か
ら
遺
贈
に

よ
り
取
得
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
（
相
続
税
法
4
条
2
項
）、

相
続
人
が
支
払
う
べ
き
特
別
寄

与
料
の
額
を
、
当
該
相
続
人
に

係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
か
ら

控
除
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
相

続
税
法
13
条
、
21
条
の
15
）。

⑸

遺
留
分
制
度

遺
留
分
権
利
者
の
権
利
行
使

に
よ
っ
て
生
ず
る
権
利
の
性
質

が
変
化
し
た
（
旧
法
で
は
物
権

的
効
果
が
生
じ
、
目
的
財
産
が

共
有
と
な
っ
た
が
、
新
法
で
は

金
銭
債
権
が
発
生
す
る
の
み
と

さ
れ
た
）。
名
称
も
、「
遺
留
分

減
殺
請
求
権
」
か
ら
「
遺
留
分

侵
害
額
請
求
権
」
と
変
更
さ
れ

た
（
民
法
1
0
4
6
条
）。

遺
留
分
を
算
定
す
る
た
め
の

財
産
に
含
め
る
べ
き
生
前
贈
与

の
範
囲
が
変
更
さ
れ
た
（
相
続

人
に
対
す
る
贈
与
（
特
別
受
益

に
限
る
）
の
価
額
は
、
原
則
と

し
て
、
相
続
開
始
前
の
10
年
間

に
さ
れ
た
も
の
に
限
り
、
遺
留

分
を
算
定
す
る
た
め
の
財
産
の

価
額
に
含
め
る
こ
と
と
さ
れ
た

（
民
法
1
0
4
4
条
3
項
））。

税
務
上
は
、
民
法
改
正
前
と

同
様
に
、
①
相
続
税
申
告
の
法

定
申
告
期
限
前
に
遺
留
分
侵
害

額
請
求
権
が
行
使
さ
れ
て
も
、

そ
の
支
払
金
額
が
確
定
し
て
い

な
い
な
ら
、
当
初
申
告
で
は
こ

れ
を
無
視
し
て
差
し
支
え
な

く
、
②
当
初
申
告
後
に
権
利
者

が
遺
留
分
侵
害
額
請
求
権
を
行

使
し
て
も
、
直
ち
に
、
こ
れ
に

応
じ
た
申
告
を
す
る
必
要
は
な

く
、
③
当
事
者
間
の
協
議
や
調

停
、
訴
訟
で
、
遺
留
分
侵
害
額

請
求
に
基
づ
き
支
払
う
べ
き
金

銭
の
額
が
確
定
し
た
な
ら
ば
、

4
ヶ
月
以
内
に
、
更
正
の
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
相
続

税
法
32
条
）
と
い
う
整
理
と
な

る
。上

記
権
利
の
性
質
の
変
化
に

伴
い
、
遺
留
分
権
利
者
と
の
合

意
に
よ
り
目
的
物
を
共
有
と
し

た
場
合
に
は
、
譲
渡
所
得
課
税

が
生
じ
う
る
（
所
得
税
基
本
通

達
33‐

1
の
6
）
の
で
注
意
が

必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
、
遺
言

と
異
な
る
遺
産
分
割
を
行
い
目

的
物
を
共
有
す
れ
ば
当
該
譲
渡

所
得
課
税
は
発
生
し
な
い
と
考

え
て
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
私
見
）。

3

債
権
法
関
係

⑴

消
滅
時
効
に
関
す
る
見
直

し
職
業
別
短
期
消
滅
時
効
が
廃

止
さ
れ
た
（
旧
民
法
1
7
0
条

か
ら
1
7
4
条
）。

一
般
の
債
権
の
消
滅
時
効
期

間
に
つ
い
て
、「
権
利
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
10

年
」
と
い
う
期
間
に
加
え
て
、

「
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
知
っ
た
時
か
ら
5

年
」
と
い
う
期
間
が
設
定
さ
れ

た
（
民
法
1
6
6
条
1
項
1

号
）。
後
者
に
つ
い
て
、
従
来

の
消
滅
時
効
期
間
（
10
年
間
）

に
比
べ
て
期
間
が
半
減
し
た
の

で
債
権
管
理
に
は
注
意
が
必
要

で
あ
る
。

ま
た
、
時
効
の
中
断
、
停
止

と
い
う
概
念
が
、
完
成
猶
予
、

更
新
と
い
う
概
念
に
変
更
さ
れ

た
（
民
法
1
4
7
条
等
）。

⑵

法
定
利
率
に
関
す
る
見
直

し
旧
法
で
は
民
事
5
％
（
旧
民

法
4
0
4
条
）、
商
事
6
％（
旧

商
法
5
1
4
条
）
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
、
施
行
時
（
令
和
2
年
4

月
1
日
）
に
3
％
と
な
り
、
そ

の
後
、
3
年
ご
と
に
、
1
％
単

位
で
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
（
民
法
4
0
4
条
）。

⑶

保
証
に
関
す
る
見
直
し

包
括
根
保
証
の
禁
止
の
対
象

が
拡
大
さ
れ
た
（
個
人
根
保
証

契
約
。
民
法
4
6
5
条
の
2
）。

事
業
用
融
資
に
お
け
る
第
三

者
保
証
の
制
限
と
し
て
、
公
証

人
に
よ
る
意
思
確
認
手
続
き
が

新
設
さ
れ
た
（
民
法
4
6
5
条

の
6
）。

保
証
人
に
対
す
る
情
報
提
供

義
務
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た

（
民
法
4
6
5
条
の
10
、
4
5

8
条
の
2
、
4
5
8
条
の
3
）。

4

所
有
者
不
明
土
地
等
関
係

⑴

「
所
在
等
不
明
共
有
者
」

が
い
る
場
合

所
在
等
不
明
共
有
者
が
い
る

場
合
（
共
有
者
が
他
の
共
有
者

を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は

そ
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
）
に
お
い
て
、
裁
判

所
の
決
定
に
よ
る
共
有
物
の
変

更
、
管
理
（
民
法
2
5
1
条
、

2
5
2
条
）、
不
動
産
の
持
分

の
取
得
（
民
法
2
6
2
条
の

2
）、
第
三
者
へ
の
譲
渡
（
民

法
2
6
2
条
の
3
）
に
つ
い
て

の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

⑵

所
有
者
不
明
土
地
・
建
物

管
理
制
度

裁
判
所
は
、
所
有
者
を
知
る

こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
そ
の
所

在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
土

地
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
利
害
関
係
人

の
請
求
に
よ
り
、
所
有
者
不
明

土
地
管
理
人
・
所
有
者
不
明
建

物
管
理
人
に
よ
る
管
理
を
命
ず

る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
た
（
民
法
2
6
4

条
の
2
等
）。

⑶

管
理
不
全
土
地
・
建
物
管

理
制
度

裁
判
所
は
、
所
有
者
に
よ
る

土
地
の
管
理
が
不
適
当
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
又

は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
が

侵
害
さ
れ
、
又
は
侵
害
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に

よ
り
、
当
該
土
地
を
対
象
と
し

て
、
管
理
不
全
土
地
管
理
人
・

管
理
不
全
建
物
管
理
人
に
よ
る

管
理
を
命
ず
る
処
分
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た

（
民
法
2
6
4
条
の
9
等
）。

5

終
わ
り
に

近
時
の
立
法
は
ス
ピ
ー
ド
が

速
く
、
改
正
範
囲
も
多
い
が
、

税
理
士
業
務
と
の
関
係
で
は
、

特
に
相
続
法
改
正
と
債
権
法
改

正
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
お
い

た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

坂田 真吾〔京橋〕
弁護士・税理士

日
本
税
務
会
計
学
会

令
和
5
年
5
月
月
次
研
究
会
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